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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

ＳＭＴ　ＥＴＦカーボン・エフィシェント日本株

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

②当初元本は、1口当たり当初設定日の前営業日におけるS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数（以

下「対象株価指数」ということがあります。）の終値に相当する値を円表示した価額を100倍した

金額（円単位未満は切り上げるものとします。）とします。

③三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということ

があります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

④当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定

の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります

（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

①当初申込期間

当初設定日の前営業日における対象株価指数の終値（小数点以下は切り上げます。）を1,000万倍

した金額相当額を上限とします。

②継続申込期間

10兆円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

①当初申込期間

1口当たり、当初設定日の前営業日における対象株価指数の終値に相当する値を円表示した価額を

100倍した金額（円単位未満は切り上げるものとします。）とします。

②継続申込期間

取得申込受付日の基準価額（※）とします。

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、

計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ

さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ

い。

 

（５）【申込手数料】
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販売会社が定める申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」と

いいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収できるものとします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして

は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

（６）【申込単位】

1ユニット以上1ユニット単位

※「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会

社が対象株価指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオをいいます。委託会社は、

取得申込日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄及び株数を決定し、販売会社に提示し

ます。取得申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。

（７）【申込期間】

①当初申込期間

2021年6月21日

②継続申込期間

2021年6月22日から2022年10月11日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新され

ます。

 

（８）【申込取扱場所】

販売会社においてお申込みを取り扱います。

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

 

（９）【払込期日】

①当初申込期間

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡

すものとします。当初申込期間に係る発行価額の総額に相当する株式等は、設定日（2021年6月22

日）に、販売会社（金融商品取引清算機関（金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引

清算機関とし、以下「清算機関」
※
といいます。）の業務方法書に定めるところにより、取得申込

みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡

し又は支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、清算機

関。以下本項において同じ。）により、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託

者」ということがあります。）の指定する当ファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれ

る場合は、当該金銭については、販売会社により、設定日に委託会社の指定する口座を経由して、

受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

②継続申込期間

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
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すものとします。継続申込みに係る発行価額の総額に相当する株式等は、追加信託が行われる日

に、販売会社（清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、

当該取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担

を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。以下本項において同

じ。）により、受託会社の指定する当ファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合

は、当該金銭については、販売会社により、追加設定が行われる日に委託会社の指定する口座を経

由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

※「清算機関」とは、株式会社日本証券クリアリング機構とします（以下同じ）。

 

（１０）【払込取扱場所】

取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱

場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

 

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金の支払い及び交換の請求は、社振法及び上記「(11)振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って行われます。

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての

お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

＜受付不可日＞

委託会社は、以下の各号に定める日には、受益権の取得申込みを受け付けないものとします。ただ

し、委託会社は、以下の各号に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産の

状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日

及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付を行うことができます。

1．対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間

2．対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業

日間

3．計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間（ただし、計算期間終了日が休日（営業

日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日

以内）

4．当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間

5．前各号のほか、委託会社が、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をき

たすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/73



金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条

第17項に規定する取引所金融商品市場をいいます。以下同じ。）における取引の停止、決済機能の

停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたと

き、又はその他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること及びす

でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に採用されている銘柄（採用が決定された

銘柄を含みます。以下同じ。）の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致

させることを目的として運用を行います。

＜信託の限度額＞

2兆円相当の有価証券及び金銭を上限とします。

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記

の通りです。

 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）
独立区分 補足分類

 

単位型

 

追加型

 

 

国内

 

海外

 

内外

 

株式

 

債券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　　　）

 

資産複合

 

 

ＭＭＦ

 

ＭＲＦ

 

ＥＴＦ

 

インデックス型

 

特殊型

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象

地域

投資形態 為替

ヘッジ

対象

インデックス

特殊型
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株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属

性

（　　　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（　　　）

 

資産複合

（　　　）

資産配分

固定型

資産配分

変更型

 

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日々

 

その他

（　　）

 

グローバル

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマージン

グ

 

 

フ ァ ミ

リーファ

ンド

 

フ ァ ン

ド ・ オ

ブ・ファ

ンズ

 

あり

（　　）

 

なし

 

日経225

 

ＴＯＰＩＸ

 

その他

（S&P/JPX

カーボン・エ

フィシェント

指数）

 

ブル・ベア型

 

条件付運用型

 

ロ ン グ ・

ショート型/

絶対収益追求

型

 

その他

（　　　）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

ります。

 

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま

す。

 

◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

分は以下の通りです。

 

 

＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ

ないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに

運用されるファンドをいう。

 

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と

する旨の記載があるものをいう。

 

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉

とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉

とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする

旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記

(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、

その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に

よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定

する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場

証券投資信託をいう。

 

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の

記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ

る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊

型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す

るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも

のとする。

＜属性区分表定義＞
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［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい

う。

③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの

をいう。

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府

保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある

ものをいう。

③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が

あるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨

の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に

よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに

ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付

債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい

ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列

挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい

ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載

がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

 

［決算頻度による属性区分］

(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを

いう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

 

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と

する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま

ないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
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の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉

とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地

域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン

ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ

ブ・ファンズをいう。

 

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の

ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある

もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

 

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

 

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に

投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく

は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用

いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託

終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される

旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ

れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
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略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し

ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

 

＜ファンドの特色＞
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「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数（以下「当指数」）」は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow

Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）および株式会社日本取引所グループの商品であり、

これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）に付与

されています。Standard & Poor’s
（R）

およびS&P
（R）

は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s

Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）

は、Dow Jones Trademark Holdings

LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引

所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセ

ンスが当社にそれぞれ付与されています。当指数に直接投資することはできません。当社の商品は、
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SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）、または株式会社

日本取引所グループによってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。

S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループのいずれも、当社の商品の所有者またはいか

なる一般人に対して、株式全般または具体的に当社の商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパ

フォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もし

ません。当指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。当指

数に関して、S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループと当社との間にある唯一の関係

は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、

および／または商標名のライセンス供与です。当指数は当社または当社の商品に関係なく、S&P Dow

Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones

Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において当社または当社

の商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引

所グループのいずれも、当社の商品の価格および数量、または当社の商品の発行または販売のタイミング

の決定、もしくは場合によっては当社の商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計

算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式

会社日本取引所グループは、当社の商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務ま

たは責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプ

ラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会

社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会

社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買

い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループは、当指数またはその関連データ、あるいは

口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当

性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所

グループは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと

します。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、明示的または黙示的を問わず、

いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは当指数を使用することによっ

て、またはそれに関連するデータに関して、当社、当社の商品の所有者、またはその他の人物や組織が得

られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい

ても、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループは、利益の逸失、営業損失、時間また

は信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと

えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わ

ず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones

Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

（２）【ファンドの沿革】

2021年6月22日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始（予定）

2021年6月23日 受益権を東京証券取引所に上場（予定）

 
 

（３）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2021年 3月31日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立

1987年2月20日： 投資顧問業の登録

1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可

1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更

1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更

1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可

2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関

東財務局長（金商）第347号）

2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更

2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

ハ．大株主の状況

株　主　名 住　　　所 持株数 持株比率

三井住友トラスト・ホール

ディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指

数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

②投資対象
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わが国の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）している株式のうち、対象株価指数に採用

されている銘柄の株式を投資対象とします。

③投資態度

イ．対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率

に一致させることを目指します。

ロ．次の場合等において、基準価額の変動率と対象株価指数の変動率の連動性を維持するために必要

であると認めたときには、投資信託財産の構成を調整します。

・対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合

・対象株価指数における、その採用銘柄の変更又は資本異動等対象株価指数における個別銘柄の構

成比率の修正が行われた場合もしくは当該修正が公表された場合

・追加信託又は交換が行われた場合

ハ．投資する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）している銘柄のうち、対象株

価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により

取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、

市場動向等を勘案のうえ速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によって

は、速やかに売却できない場合があります。

ニ．上記イ．にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、対象株価指数に採用さ

れている銘柄の株式に投資を行った場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に対象株価指数又

はその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建を行うことがあります。

ホ．投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を投資信託約款第24条の

範囲内で貸付の指図を行うことがあります。

ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の

運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ

るものとします。

イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め

るものをいいます。以下同じ。）

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約

款第23条に定めるものに限ります。）

3.金銭債権

4.約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、投資信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。

③金融商品の指図範囲

委託会社は、投資信託財産を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま

す。

1.預金

2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

ることがあります。

 

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等

に係る業務規則を定めています。

 

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ

り受け取っております。

 

（４）【分配方針】

・年2回、毎決算時に委託会社が経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付株式に係る品貸料及びこ

れらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則としま
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す。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

・売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を

行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜投資信託約款に定める投資制限＞

イ．株式への投資割合

株式への投資割合には制限を設けません。

ロ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資は行いません。

ハ．投資する株式の範囲

1.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の

発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあり

ません。

2.上記1.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる

ものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

ニ．先物取引等の運用指図

委託会社は、わが国の金融商品取引所における株価指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3

号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。）及び株価指数オプション取引（金融

商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。）並びに外

国金融商品市場（金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいい、当該市場を開設する

ものを含みます。）におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。な

お、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。

ホ．株式の貸付の指図、目的及び範囲

1.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を、貸付時

点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない

範囲内で貸付の指図をすることができます。

2.上記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相

当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3.委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま

す。

ヘ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に

は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ

ととします。

ト．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新

投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を

含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人

投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える

こととなる投資の指図をしません。

＜関連法令に基づく投資制限＞

同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に

つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
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100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ

とを受託会社に指図しないものとします。

３【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資

者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元

本を割り込むことがあります。

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

 

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済

情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

②信用リスク

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか

じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証

券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

③有価証券の貸付等に係るリスク

有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがありま

す。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損

失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。

④流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が

低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ

とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

 

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

 

＜その他の留意点＞

①対象株価指数と基準価額の乖離について

ファンドは、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として運用を行い

ますが、主として次のような要因から、それぞれの変動率は完全に一致するものではありません。

・対象株価指数構成銘柄の全てを構成比率通りに組入れられない場合があること

・対象株価指数構成銘柄の異動等によってポートフォリオの調整を行う場合、売買コストを負担す

ること

・個別銘柄の売買を行った際、約定価格と評価価格に価格差が生じる場合があること

・運用管理費用（信託報酬）を負担すること

・一部金銭による追加設定、組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生するこ

と

・株価指数先物取引を行った場合、株価指数先物と対象株価指数の変動率に差異が生じる場合があ

ること

②市場価格と基準価額の乖離について

ファンドの市場価格は、金融商品取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。し
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たがって、市場価格は基準価額と必ずしも一致するものではありません。

③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の

適用はありません。

 

(2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担

当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①販売会社が定める申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から

徴収できるものとします。申込手数料は、募集及び販売の取扱い事務に係る費用等の対価として、

販売会社に支払われます。
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②上記①の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして

は、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

 

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

 

（２）【換金（解約）手数料】

＜交換（買取り）手数料＞

販売会社は、受益権の交換又は買取りに際して、当該販売会社が定める手数料及び当該手数料に係

る消費税等に相当する金額を受益者から徴収できるものとします。交換（買取り）手数料は、当

ファンドの受益権の交換又は買取りの取扱い事務等の対価として、販売会社に支払われます。

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に

記載の照会先までお問い合わせください。

 

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

 

＜信託財産留保額＞

ありません。

 

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、下記のa.及びb.により計算された額の合計額とします。

a.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.1265％（税抜0.115％）

（※1）以内の率を乗じて得た額

※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下

同じ。）。

なお、2021年6月4日現在、以下の通りです。

合計
年率　0.1265％

（税抜　0.115％）

配

分

※2

委託会社
年率　0.0957％

（税抜　0.087％）

受託会社
年率　0.0308％

（税抜　0.028％）

b. 当ファンドの投資信託約款に定める株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に0.55（税抜

0.5）以内を乗じて得た額

なお、2021年6月4日現在、以下の通りです。
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合計
　0.55

（税抜　0.5）

配

分

※2

委託会社
　0.275

（税抜　0.25）

受託会社
　0.275

（税抜　0.25）

※2：支払先と役務の内容

支払先 主な役務

委託会社 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信

託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。

②当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※1）、先物取引・オプション取

引に要する費用（※1）、組入資産の保管に要する費用（※1）等は、受益者の負担とし、取引のつ

ど投資信託財産中から支弁します。

③投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※1）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算

期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

④対象株価指数の商標（これに類するものを含みます。）の使用料（※2）は、受益者の負担とし、投

資信託財産中から支弁することができるものとします。

⑤受益権の上場に係る費用（※3）及びその消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託

財産中から支弁することができるものとします。

⑥対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得

申込を受け付けるときには、配当落又は権利落対象銘柄の株式を投資信託財産において取得するた

めに必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額（※4）を徴することができるもの

とします。

⑦取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社又はその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会

社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、原則として

当該株式の時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込を行いますが、この場合におい

て、当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額（※4）

を徴することができるものとします。

⑧上記①から③までの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額

等を示すことができません。

※1：上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

※2：2021年6月4日現在、当ファンドの純資産総額に年率0.015％以内の率を乗じた額です。

※3：2021年6月4日現在、新規上場料は新規上場時の純資産総額に対して、追加上場料は追加上場時

の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末

の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％）を乗じた

額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825％（税抜0.0075％）を乗じた額

です。

※4：2021年6月4日現在、当該株式の個別銘柄時価総額の0.15％に相当する金額です。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

せん。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ.受益権の売却時の課税

売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象とな

り、確定申告が必要となります。なお、特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、以下の税

率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。

 税　率（内　訳）

2037年12月31日まで 20.315％（所得税15.315％、住民税5％）

2038年1月1日以降 20％（所得税15％、住民税5％）

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ.収益分配金に対する課税

収益分配金は配当所得として、上記イ.の税率による源泉徴収が行われます。

なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として

配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。

ハ.受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取

扱いとなります。

ニ.償還金に対する課税

償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座

（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りです。

ホ.損益通算について

受益権の売却時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得

及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告

分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

へ.少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア

NISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場

合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡

所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当

する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

なお、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数

比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

23/73



②法人の受益者に対する課税

イ.受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

ロ.収益分配金に対する課税

収益分配金は配当所得として、以下の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されま

す。

なお、益金不算入制度の適用が可能であり、株式の配当金と同様の取扱いとなります。

 税　率　（所得税のみ）

2037年12月31日まで 15.315％

2038年1月1日以降 15％

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ハ.受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取

扱いとなります。

ニ.償還金に対する課税

償還時の個別元本超過額については、上記ロ.の税率で源泉徴収されます。

 

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2021年 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

される場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

 

５【運用状況】

当ファンドは、2021年6月22日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。

（１）【投資状況】

該当事項はありません。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】

該当事項はありません。

②【分配の推移】

該当事項はありません。

③【収益率の推移】

該当事項はありません。

（４）【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。

≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込方法＞

1.受益権の取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得

申込みを行っていただきます。

受益権の取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを

行うものとします。当該株式は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当す

る比率により構成され、委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、各銘柄の株式からなる

ポートフォリオ（ユニット）とします。

なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込

受付日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を

もって支払うものとします。

2.受益権の取得申込者が、営業日の午後3時までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続き

が完了した場合には、その申込日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付け

ます。

3.受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設され

た当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みに
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係る株式及び金銭の受渡し又は支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加

の記載又は記録を行うことができます。

また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該

取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担

を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算

機関の名義の口座に口数の増加の記載又は記録が行われ、取得申込者が自己のために開設され

た当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載又は記

録は、当該清算機関と販売会社との間で振替機関等を介して行われます。

4.受益権の取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、取得申

込みに係るユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について

は、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額の

計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに

準ずる価額とします。）に取得申込みに係るユニットに含まれる当該発行会社の株数を乗じて得

た金額とします。この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を投資信託財産において

取得するために必要な経費に相当する金額（当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定め

る率を乗じて得た額）を徴収することができるものとします。

5.取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込みを受け付けませ

ん。

イ．対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間

ロ．対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業

日間

ハ．計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間（ただし、計算期間終了日が休日（営業

日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日

以内）

ニ．当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間

ホ．上記イ．～ニ．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあ

るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産

の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され

る期日及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこと

ができます。

6.上記5.イ.に該当する日（対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日を

除きます。）において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みに係る

ユニットのうち、配当落又は権利落対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金

銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額

の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価

額とします。）に取得申込みに係るユニットに含まれる当該銘柄の株数を乗じて得た金額としま

す。この場合において、委託会社は、当該銘柄を投資信託財産において取得するために必要な経

費に相当する金額（当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定める率を乗じて得た額）を

徴収することができるものとします。

7.受益権の取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、取得申込み

を当該取得申込者から受け付けた販売会社（販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発

行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行うときを含むものとしま

す。）は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該の

通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産

その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま

す。

8.上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定め

る運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得
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ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合及びすでに受け付けた取

得申込みを取り消させていただく場合があります。

 

＜申込単位＞

1ユニット以上1ユニット単位とします。

委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄及

び株数を決定し、販売会社に提示します。取得申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、

1口の整数倍とします。

 
＜申込価額＞

当初申込期間：1口当たり当初設定日の前営業日における対象株価指数の終値に相当する値を円表

示した価額を100倍した金額（円単位未満は切り上げるものとします。）としま

す。

継続申込期間：取得申込受付日の基準価額とします。

 

＜申込手数料＞

前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご覧ください。

 

＜払込期日＞

取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡す

ものとします。

振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社（清算機関の

業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付に

よって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ

れを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。以下本項において同じ。）によって、追加信託

が行われる日（当初設定に係る発行価額の総額に相当する株式等については設定日）に、受託会社

の指定する当ファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭について

は、販売会社によって、追加信託が行われる日（当初設定に係る金銭については設定日）に委託会

社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

 

＜問い合わせ先＞

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし

ては、下記の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

２【換金（解約）手続等】

＜解約請求＞

受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において解約（投資信託契約の一部解約の

実行）の請求をすることはできません。

 

＜交換請求＞

1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と投資信託財産に属する株式

との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
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委託会社は、営業日の午後3時までに交換請求が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した

場合には、その請求日を交換請求受付日として、当該交換請求を受け付けます。

受益者は、交換請求に係る一定口数（当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、

交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、対象株価指数における

各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいい、「交換請求口

数」といいます。）の整数倍の受益権をもって交換請求を行うことができます。

受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

2.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします

（なお、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、

これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行い

ます）。当該抹消に係る手続き及び交換株式に係る振替の請求が行われた後に、振替機関は、当

該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替

機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載又は記録が行われます。

3.委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の

株数と、交換に要する受益権の口数（1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。）を計

算します。

交換に係る受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交

換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額に基づ

いて計算された数とし、取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。以下

同じ。）の整数倍とします。

4.委託会社は、受託会社に対し、上記3.により計算された口数の受益権と投資信託財産に属する株

式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を

行った受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則とし

て、委託会社は、上記3.の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総

額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社

の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、

上記3.の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないも

のについてはそれに準ずる価額とします。）に上記3.に基づき計算された株数を乗じて得た金額

とします。

5.交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該

交換の請求を受益者から受け付けた販売会社（販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の

発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとしま

す。）は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該通

知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産そ

の他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

6.受託会社は、交換のための振替受益権の抹消に係る手続きが行われたことを確認した場合に、委

託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換株式に係る振

替の請求を行うものとします（ただし、交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会

社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託

会社は、上記2.に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法に

より投資信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行うものとします）。受益者への交換株式

の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口

座に交換の請求を行った受益者に係る株式の増加の記載又は記録が行われ、金銭の交付について

は委託会社の指定する販売会社の営業所等において行われます。

7.委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権

と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権に係る振替

受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
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8.受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿

における抹消の手続き及び上記7.の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したもの

として取り扱います。

9.交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは行いません。

イ．対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間

ロ．対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営

業日間

ハ．計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間（ただし、計算期間終了日が休日（営

業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営

業日以内）

ニ．当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間

ホ．上記イ．～ニ．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの

あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

ただし、委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、投資信託財産の状況、資

金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び

期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。

10.上記9. イ.に該当する日において、交換請求を受け付けるときには、交換請求口数と投資信託

財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。なお、

当該株式のうち、配当落又は権利落対象銘柄については、当該銘柄の個別銘柄時価総額に相当す

る金銭により交換する場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計

算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額と

します。）に上記3.に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。

11.上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資

信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又は

その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止すること、及びすでに受け付け

た交換請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交

換請求を撤回できます。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなりま

す。

 

＜交換価額＞

交換請求受付日の基準価額とします。

 

＜交換手数料＞

前記「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (2)換金（解約）手数料」をご覧ください。

 

＜交換単位＞

委託会社が定める一定口数（交換請求口数）（※）の整数倍とします。

※当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連

動すると想定する、対象株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める

口数をいいます。

 

＜受益権の買取請求＞

販売会社は、以下1.、2.に該当する場合で受益者の請求があるときは、その請求日を買取請求受付

日として、買取請求受付日の基準価額で受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託

終了日の2営業日前までとします。

1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

2.受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
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販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある

ときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止すること及びすでに受け付けた受益権

の買取りを取り消すことができます。

この場合、受益者は当該買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取

請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受

け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

＜買取り手数料＞

前記「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (2) 換金（解約）手数料」をご覧ください。

 

＜問い合わせ先＞

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし

ては、下記の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一

般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額

を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金

額をいいます。

 

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

 

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

国内上場株式

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

 

＜基準価額の照会方法＞

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下

記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー

ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】
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該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

無期限とします。（2021年6月22日設定）

ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、

この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までとします。

ただし、第1計算期間は2021年6月22日から2022年1月11日までとし、最終計算期間の終了日は、信託

期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜信託の終了（償還）と手続き＞

(1)信託の終了（当ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きにしたがい、受託会社と合

意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。

・投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、2024年6月24日以降に受益権の口数が15

万口を下回ることとなった場合

・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、この投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき

は、原則として、この投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。

④委託会社は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合には、受託会社と合意

のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。

1．受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合

2．対象株価指数が廃止された場合

3．対象株価指数の計算方法の変更等に伴って委託会社又は受託会社が必要と認めたこの投資信

託約款の変更が、書面決議により否決された場合

なお、上記1.に掲げる事由によりこの投資信託契約を解約する場合には、その廃止された日に

信託を終了するための手続きを開始するものとします。

⑤委託会社は、上記の場合において投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させる場合

は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)信託の終了（当ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

委託会社は上記（1）①により当ファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行い

ます。

①委託会社は、当ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あら

かじめ、書面決議の日並びに当ファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の

2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事

項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者（委託会社等を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権

を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき

は、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数

をもって行います。

④上記①から③までの規定は、委託会社が当ファンドの繰上償還について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得

ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも

適用しません。

 

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意

のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行

うことができます。

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

委託会社は、投資信託約款の変更又は当ファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及び

その内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続きに

したがいます。

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

委託会社は当ファンドの投資信託約款の変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」

といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。

①委託会社は、当ファンドの重大な約款変更又は当ファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼ

す影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合

において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又は当ファンドの併合の内容及び

その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れて

いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者（委託会社等を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権

を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき

は、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数

をもって行います。

④書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又は当ファンドの併合について提案を

した場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン

ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは

できません。

 

＜反対者の買取請求権＞

当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合を行う場合に、書面決議において当該議案に反対

した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨

を請求することができます。
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＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務

に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又

は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、

又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資

信託約款の変更等の手続き＞にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記に

よって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終

了させます。

 

＜運用報告書＞

運用報告書の作成及び交付は行いません。

 

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示

のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

 

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ

ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま

す。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき

は、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託

財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管

理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分

別して管理することがあります。

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算

を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

 

＜金融商品取引所への上場＞

①委託会社及び受託会社は、当ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うもの

とし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認

を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。

②委託会社及び受託会社は、当ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の

定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃

止又は売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。

 

 

４【受益者の権利等】
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受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1)収益分配金に対する請求権及び名義登録

①受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録
※
されている受益者（「名義登録受益

者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

※受託会社は、当ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名又は名称、住

所及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。）又は法人番号（同条に規定する法人番号を

いいます。以下同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び

住所とします。以下同じ。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するもの

とします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関

より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載又は記録された受益権に係

る受益者として、その氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者又は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第１項に規定する支払いの取

扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名又は名称及び住所とします。）その他受託会社

の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、

受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成及び受益者名簿への名義登

録を委託することができます。

②収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定

する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式に

より行うものとします。

なお、受益者は当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であ

るものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。

この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額

を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が

受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

③受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当

該金額を委託会社に交付するものとします。

④受益者が、支払開始日から5年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利

を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

①償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における

受益者（以下「信託終了時受益者」といいます。）として、当該信託終了時受益者に、信託終了

時の投資信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終

了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をす

るのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法

の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。

②信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受

益権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた

額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口当たり元本の額は、信託終了時におい

て信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

③償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定

する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行

に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償

還金を受領できます。

④受託会社は、支払開始日から10年経過した後に、信託終了による償還金について未払残高がある

ときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。

⑤受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき

は、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

(3)交換請求権及び買取請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換又は買取りを請求することができます。詳細は、前

記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

(4)書面決議における議決権及び受益権の買取請求権

①委託会社が、当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合を行おうとする場合において、受

益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使す

ることができます。

②当該書面決議の結果、当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合が行われる場合は、当該

書面決議において当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投

資信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。

(5)帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又

は謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】

１【財務諸表】

（1）当ファンドは、2021年6月22日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。

当ファンドの会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行います。

 

（2）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省

令第59号）」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総

理府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は有価証券報告書

に記載されます。

 

（3）法令の定めるところにより、当ファンドの有価証券報告書の提出は、計算期間の終了毎に行われま

す。
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２【ファンドの現況】

当ファンドは、2021年6月22日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。

【純資産額計算書】

該当事項はありません。

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を

取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益

証券を発行しません。

②受益権の譲渡

イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す

る受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口

座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設

したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機

関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の

口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。

ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異

なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断した

ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗

することができません。

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま

す。

⑤質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払

い、交換の請求の受付、交換株式の交付及び償還金の支払い等については、約款の規定による

ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2021年 3月31日現在）

資本金の額　 　　：20億円

発行可能株式総数 ：12,000株

発行済株式総数　 ：3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内

おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取

締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議

は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって行います。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と

して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す

る時までとします。

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若

干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を

選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集

し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に

したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急

の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続

を経ずに取締役会を開催することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役

の過半数をもって行います。

 

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ

イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用

計画として策定します。

［DO（実行）］

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い

ます。

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン

グ部のトレーダーが行います。

［CHECK（検証・評価）］

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員

会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー

に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

 

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報

告されます。

 

こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

切な運用体制を維持するよう努めています。

 

委託会社の機構は2021年 6月 4日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って

います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2021年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま

す。）は次の通りです。

 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 520 14,190,499

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 78 292,510

単位型公社債投資信託 44 284,118

合計 642 14,767,128

 

３【委託会社等の経理状況】

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣

府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており

ます。

 

(2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日　至 2020年9月30日）の中間財務諸表に

ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

 
前事業年度

（2019年3月31日現在）

当事業年度

（2020年3月31日現在）

資産の部       

流動資産       

現金及び預金　　　　　　　  23,830   24,869  

金銭の信託  －   5,823  

有価証券  2,268   －  

前払費用  197   348  

未収委託者報酬  6,351   7,284  

未収運用受託報酬  5,525   5,842  

未収収益  212   190  

その他  2,261   4,624  

流動資産合計  40,648   48,983  

固定資産       

有形固定資産　　　　　　　       

建物 ※1 282  ※1 256  

器具備品 ※1 564  ※1 576  

その他 ※1 14  ※1 0  

有形固定資産合計  861   832  

無形固定資産       

ソフトウェア  1,487   3,030  

その他  7   40  

無形固定資産合計  1,494   3,070  

投資その他の資産       

投資有価証券  11,334   8,469  

関係会社株式  4,663   5,636  

繰延税金資産  141   700  

その他  32   35  

投資その他の資産合計  16,171   14,842  

固定資産合計  18,527   18,745  

資産合計  59,176   67,729  
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（単位：百万円）

 
前事業年度

（2019年3月31日現在）

当事業年度

（2020年3月31日現在）

負債の部       

流動負債       

預り金  38   38  

未払金  5,327   7,988  

未払収益分配金  0   0  

未払手数料  2,718   3,355  

その他未払金  2,608   4,632  

未払費用  178   204  

未払法人税等  1,992   897  

賞与引当金  132   324  

その他  395   1,070  

流動負債合計  8,063   10,524  

固定負債       

退職給付引当金  537   600  

資産除去債務  131   132  

その他  0   7  

固定負債合計  669   740  

負債合計  8,733   11,264  

       

純資産の部       

株主資本       

資本金  2,000   2,000  

資本剰余金       

その他資本剰余金  17,239   17,239  

資本剰余金合計  17,239   17,239  

利益剰余金       

利益準備金  75   305  

その他利益剰余金       

別途積立金  2,100   2,100  

繰越利益剰余金  28,501   35,122  

利益剰余金合計  30,676   37,528  

株主資本合計  49,916   56,767  

評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金　  393   △587  

繰延ヘッジ損益  133   284  

評価・換算差額等合計  526   △302  

純資産合計  50,442   56,464  

負債・純資産合計  59,176   67,729  
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（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

 

前事業年度 当事業年度

（自 2018年4月1日

至 2019年3月31日）

（自 2019年4月1日

至 2020年3月31日）

営業収益       

委託者報酬  30,551   34,967  

運用受託報酬  5,464   11,091  

その他営業収益  283   500  

営業収益合計  36,299   46,559  

営業費用       

支払手数料  13,423   15,998  

広告宣伝費  276   331  

公告費  1   0  

調査費  5,508   5,018  

調査費  567   788  

委託調査費  4,935   4,217  

図書費  5   11  

営業雑経費  2,315   3,434  

通信費  45   52  

印刷費  449   470  

協会費  38   53  

諸会費  5   16  

情報機器関連費  1,657   2,726  

その他営業雑経費  118   114  

営業費用合計  21,525   24,783  

一般管理費       

給料  3,931   5,756  

役員報酬  161   244  

給料・手当  3,425   4,962  

賞与  343   549  

退職給付費用  98   118  

福利費  297   535  

交際費  9   14  

旅費交通費  141   190  

租税公課  270   344  

不動産賃借料  219   269  

寄付金  8   7  

減価償却費  152   334  

業務委託費  657   864  

諸経費  433   750  

一般管理費合計  6,219   9,185  

営業利益  8,554   12,589  
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（単位：百万円）

 

前事業年度 当事業年度

（自 2018年4月1日

至 2019年3月31日）

（自 2019年4月1日

至 2020年3月31日）

営業外収益       

受取利息  11   15  

収益分配金  8   119  

投資有価証券売却益  46   483  

投資有価証券償還益  0   316  

為替差益  －   273  

デリバティブ利益  250   666  

貸倒引当金戻入  17   －  

その他  5   30  

営業外収益合計  340   1,906  

営業外費用       

金銭の信託運用損  －   1,076  

投資有価証券売却損  34   4  

投資有価証券償還損  1   19  

固定資産除却損  7   19  

為替差損  198   －  

その他  3   0  

営業外費用合計  245   1,118  

経常利益  8,649   13,377  

特別損失       

　統合関連費用  286   －  

システム統合費用  49   149  

特別損失合計  355   149  

税引前当期純利益  8,313   13,227  

法人税、住民税及び事業税  2,674   4,263  

法人税等調整額  △125   △193  

法人税等合計  2,549   4,070  

当期純利益  5,764   9,157  

 

 

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

 （単位：百万円）

 株主資本

資本金
資本剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 300 350 350

当期変動額    

その他資本剰余金から

資本金への振替
1,700 △1,700 △1,700

会社分割による増加  18,589 18,589

剰余金の配当    
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当期純利益    

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   

当期変動額合計 1,700 16,889 16,889

当期末残高 2,000 17,239 17,239

 

 株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592

当期変動額      

その他資本剰余金から

資本金への振替
    －

会社分割による増加     18,589

剰余金の配当 0  △30 △30 △30

当期純利益   5,764 5,764 5,764

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323

当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916

 

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当期首残高 0 － 0 25,592

当期変動額     

その他資本剰余金から

資本金への振替
   －

会社分割による増加    18,589

剰余金の配当    △30

当期純利益    5,764

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
393 133 526 526

当期変動額合計 393 133 526 24,850

当期末残高 393 133 526 50,442

当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

 （単位：百万円）

 株主資本

資本金
資本剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,000 17,239 17,239

当期変動額    

その他資本剰余金から

資本金への振替
   

会社分割による増加    

剰余金の配当    

当期純利益    

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －

当期末残高 2,000 17,239 17,239

 

 株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916

当期変動額      

その他資本剰余金から

資本金への振替
    －

会社分割による増加     －

剰余金の配当 230  △2,536 △2,305 △2,305

当期純利益   9,157 9,157 9,157

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851

当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767

 

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当期首残高 393 133 526 50,442

当期変動額     

その他資本剰余金から

資本金への振替
   －

会社分割による増加    －

剰余金の配当    △2,305

当期純利益    9,157

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△980 151 △829 △829

当期変動額合計 △980 151 △829 6,022

当期末残高 △587 284 △302 56,464

重要な会計方針

 
１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産
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定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し

ております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

６．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

７．ヘッジ会計の会計処理

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

（3）ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有

効性を判定しております。

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

９．連結納税制度の適用

当事業年度より、連結納税制度を適用しております。

10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ

ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ

通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い

により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め

を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

 
※1有形固定資産の減価償却累計額             

 前事業年度

（2019年3月31日）

当事業年度

（2020年3月31日）

建   物 53 百万円 77 百万円

器具備品 351 〃 285 〃

そ の 他 3 〃 4 〃

計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）

 
前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

 
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,000 － － 3,000

 
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 
３. 剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の

総額(百万円)

1株当たり配

当額(円)
基準日 効力発生日

2018年6月29日

定時株主総会
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日

 
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の

総額(百万円)

配当金の

原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2019年6月27日

定時株主総会
普通株式 2,305

利益

剰余金
768,604 2019年3月31日 2019年6月28日

 
当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

 
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,000 － － 3,000

 
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 
３. 剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の

総額(百万円)

1株当たり配

当額(円)
基準日 効力発生日

2019年6月27日

定時株主総会
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日

 
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議 株式の種類
配当金の

総額(百万円)

配当金の

原資

1株当たり配

当額(円)
基準日 効力発生日

2020年6月26日

定時株主総会
普通株式 3,662

利益

剰余金
1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日

 
（リ－ス取引関係）

 
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を

目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安

全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為

替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと

し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

 
（2）金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと

考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ

ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託

者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理

することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。

これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス

クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの

軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており

ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の

「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

 
（3）金融商品に係るリスク管理体制

     当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー

毎に管理しております。

 
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債

権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。

 
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価

を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ

いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ

リバティブ取引を利用しております。

 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持

することで、流動性リスクを管理しております。

２. 金融商品の時価に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　

 
前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：百万円）

 貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額

（1）現金及び預金 23,830 23,830 －

（2）金銭の信託 － － －

（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －

（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券
13,602 13,602

 

－

（6）未払金 (5,327) (5,327) －

（7）デリバティブ取引（*2）    

ヘッジ会計が適用されていないもの (0) (0) －

ヘッジ会計が適用されているもの 82 82 －

　　　デリバティブ取引計 81 81 －

（*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。

（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

 
当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                          （単位：百万円）

 貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額

（1）現金及び預金 24,869 24,869 －

（2）金銭の信託 5,823 5,823 －

（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －

（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －

（5）投資有価証券

その他有価証券
8,469 8,469

 

－

（6）未払金 (7,988) (7,988) －

（7）デリバティブ取引（*2）    
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6 －

ヘッジ会計が適用されているもの (114) (114) －

　　　デリバティブ取引計 (107) (107) －

（*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。

（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 
（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 
（2）金銭の信託

信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。

 
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 
（5）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

 
（6）未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 
（7）デリバティブ取引

（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。

 
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

（単位:百万円）
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区分
前事業年度

2019年3月31日

当事業年度

2020年3月31日

非上場株式 0 0

これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め

て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

 
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 
前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位: 百万円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 23,830 － － －

未収委託者報酬 6,351 － － －

未収運用受託報酬 5,525 － － －

有価証券及び投資有価証券

投資信託
2,268 491 7,800 0

 
当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位: 百万円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 24,869 － － －

未収委託者報酬 7,284 － － －

未収運用受託報酬 5,842 － － －

投資有価証券

投資信託
－ 9 5,605 －

 

（有価証券関係）

 
１．子会社株式

前事業年度（2019年3月31日）

時価のある子会社株式はありません。

なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認

められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

 貸借対照表計上額

子会社株式 4,663

 
当事業年度（2020年3月31日）

時価のある子会社株式はありません。

なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認

められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

 貸借対照表計上額

子会社株式 5,636

 
２．その他有価証券

前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位: 百万円）

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの
   

その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの
   

その他 9,196 9,602 △406

小計 9,196 9,602 △406

合計 13,602 13,035 566

 
当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位: 百万円）

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの
   

その他 891 806 84

小計 891 806 84

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの
   

その他 7,578 8,509 △931

小計 7,578 8,509 △931

合計 8,469 9,316 △846

（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど

ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお

りません。

 

３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（2019年3月31日）　　                                                    　（単位:百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

1,538 46 34

 
当事業年度（2020年3月31日）　　                                                    　（単位:百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

2,358 483 4

 
（デリバティブ取引関係）

 
前事業年度（2019年3月31日）　

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　（1）通貨関連

種類
契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)
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市場取引以外

の取引

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

　買建

　　米ドル

　　スイスフラン

　　香港ドル

　　ユーロ

 

 

887

66

3

7

183

183

 

10

1

0

2

 

 

－

－

－

－

－

－

 

－

－

－

－

 

 

3

1

0

△0

0

2

 

0

0

0

△0

 

 

3

1

0

△0

0

2

 

0

0

0

△0

合計 1,346 － 7 7

（注）　1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。

2. 時価の算定方法

　　　　　 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 
（2）株式関連

種類
契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引
株価指数先物取引

売建

 

6,739

 

－

 

△8

 

△8

合計 6,739 － △8 △8

　　（注）　1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。

2. 時価の算定方法

　　　　　    金融商品取引所が定める清算指数によっております。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　　（1）通貨関連

ヘッジ

会計の方法

デリバティブ取引

の種類等
主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

原則的

処理方法

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

人民元

ユーロ

　買建

　　ユーロ

有価証券

投資有価証券

子会社株式

 

 

3,432

2,575

40

34

566

1,725

262

 

6

 

 

－

－

－

－

－

－

－

 

－

　　　

 

13

50

0

△0

2

9

6

 

△0

合計 8,643 － 82

（注）　1. 時価の算定方法

　　　　　    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 
当事業年度（2020年3月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　（1）通貨関連
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種類
契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外

の取引

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

人民元

ユーロ

 

 

1,443

79

15

26

247

18

223

 

 

－

－

－

－

－

－

－

 

 

△23

△1

△0

△0

△4

△0

△2

 

 

△23

△1

△0

△0

△4

△0

△2

合計 2,055 － △32 △32

（注）　1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。

2. 時価の算定方法

　　　　　    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 
（2）株式関連

種類
契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引
株価指数先物取引

売建

 

8,412

 

－

 

358

 

358

合計 8,412 － 358 358

　　（注）　1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。

2. 時価の算定方法

　　　　　   金融商品取引所が定める清算指数によっております。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　　（1）通貨関連

ヘッジ

会計の方法

デリバティブ取引

の種類等
主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

原則的

処理方法

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

投資有価証券

子会社株式

 

 

2,819

2,660

6

35

71

72

 

 

－

－

－

－

－

－

　　　

 

△44

△67

△0

△0

△1

△0

合計 5,666 － △114

（注）　1. 時価の算定方法

　　　　　    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 
（退職給付関係）

 
１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用

しております。
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２．確定給付制度

　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前事業年度
（自　2018年4月1日

　　至　2019年3月31日）

当事業年度
（自　2019年4月1日

　　至　2020年3月31日）

退職給付債務の期首残高 496 537

　退職給付費用 79 74

　退職給付の支払額 △38 △11

退職給付債務の期末残高 537 600

 
　　（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前事業年度
（自　2018年4月1日

　　至　2019年3月31日）

当事業年度
（自　2019年4月1日

　　至　2020年3月31日）

非積立型制度の退職給付債務 537 600

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 537 600

退職給付引当金 537 600

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 537 600

 
（3）退職給付費用

    　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円

 
３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。

 

（税効果会計関係）

 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 前事業年度
（2019年3月31日）

当事業年度
（2020年3月31日）

繰延税金資産   
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 －  259 〃
その他 82 〃 151 〃

繰延税金資産 合計 413 〃 862 〃

繰延税金負債     
有価証券評価差額 △173 〃 －  
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃

繰延税金負債 合計 △271 〃 △161 〃

繰延税金資産の純額 141 〃 700 〃

     

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め、注記を省略しております。

 
（資産除去債務関係）

 
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］

 
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 
［関連情報］

 
１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
２．地域ごとの情報

（1）営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

 
（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

顧客の名称 営業収益

三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円

 
当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

顧客の名称 営業収益

三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円

 
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

 
該当事項はありません。

 
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

 
該当事項はありません。

 
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

 
該当事項はありません。

 
（持分法損益等）

 
該当事項はありません。

 
（関連当事者情報）

 
１．関連当事者との取引

 
財務諸表提出会社と関連当事者の取引

 
（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

 
前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

種類

会社

等の

名称

又は

氏名

所在

地

資本金又

は出資金

（百万

円）

事業

の

内容

又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連

当事

者

との

関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高

(百万円)

親会社

の子会

社

三井住

友信託

銀行㈱

東京都

千代田

区

342,037

信託業

務及び

銀行業

務

－

営業上

の取引

役員の

兼任

運用受託報酬 4,540

未収

運用

受託

報酬

4,903

投信販売

代行手数料等
9,564

未払

手数料
1,774

投資助言費用 3,357
その他

未払金
182

吸収分割による承継

 

(承継資産合計)

うち、投資有価証券

うち、関係会社株式

(承継負債合計)

(差引純資産)

(分割対価)

 

 

18,603

13,907

4,663

13

18,589

無対価

－  －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

　 各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

　　　　 ③ 投資助言費用

　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

④ 吸収分割

　　　　　　 共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継

いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を

増額しております。

 
当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

種類

会社

等の

名称

又は

氏名

所在地

資本金又は

出資金

（百万円）

事業の

内容

又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当

事者

との関

係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）

親会社

の子会

社

三井住

友信託

銀行㈱

東京都

千代田区
342,037

信託業務

及び銀行

業務
－

営業上の

取引

役員の兼

任

運用受託報酬 9,252
未収運用

受託報酬
5,176

投信販売

代行手数料等
9,656

未払

手数料
1,737

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

　 各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

 
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

 
 前事業年度 当事業年度

 (自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日

 　至 2019年3月31日） 　至 2020年3月31日）

1株当たり純資産額 16,814,137円07銭  18,821,541円72銭  

1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭  3,052,463円23銭  

(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日

 至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）

当期純利益 5,764百万円  9,157百万円  

普通株主に帰属しない金額 －  －  

普通株式に係る当期純利益 5,764百万円  9,157百万円

 

 

普通株式の期中平均株式数 3,000株  3,000株  

 

中間貸借対照表

（単位：百万円）

 
第35期中間会計期間末

（2020年9月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  22,768

金銭の信託  8,094

未収委託者報酬  7,732

未収運用受託報酬  5,430

その他  3,718

流動資産合計  47,745

固定資産   

有形固定資産 ※1 801

無形固定資産  3,344

投資その他の資産   

投資有価証券  9,175

関係会社株式  5,636

繰延税金資産  261

その他  33

投資その他の資産合計  15,106

固定資産合計  19,252

資産合計  66,997

   

負債の部   

流動負債   

未払金  7,364

未払法人税等  473

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

58/73



賞与引当金  289

その他 ※2 612

流動負債合計  8,740

固定負債   

退職給付引当金  614

資産除去債務  132

その他  6

固定負債合計  752

負債合計  9,493

 

（単位：百万円）

 第35期中間会計期間末

 （2020年9月30日）

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,000

資本剰余金   

その他資本剰余金  17,239

資本剰余金合計  17,239

利益剰余金   

利益準備金  500

その他利益剰余金   

別途積立金  2,100

繰越利益剰余金  35,114

利益剰余金合計  37,714

株主資本合計  56,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  251

繰延ヘッジ損益  299

評価・換算差額等合計  551

純資産合計  57,504

負債・純資産合計  66,997

 

 

中間損益計算書

（単位：百万円）

 

 

第35期中間会計期間

（自 2020年4月1日

至 2020年9月30日）

営業収益   

委託者報酬  17,868

運用受託報酬  5,169

その他営業収益  206

営業収益合計  23,244

営業費用  13,137

一般管理費 ※1 4,842

営業利益  5,264

営業外収益 ※2 1,933
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営業外費用 ※3 1,484

経常利益  5,714

特別損失  110

税引前中間純利益  5,603

法人税、住民税及び事業税  1,692

法人税等調整額  62

法人税等合計  1,754

中間純利益  3,848

中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

 （単位：百万円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,000 17,239 17,239

当中間期変動額    

剰余金の配当    

中間純利益    

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

   

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 2,000 17,239 17,239

 

 

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767

当中間期変動額      

剰余金の配当 194  △3,857 △3,662 △3,662

中間純利益   3,848 3,848 3,848

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

     

当中間期変動額合計 194 － △8 185 185

当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △587 284 △302 56,464

当中間期変動額     

剰余金の配当    △3,662

中間純利益    3,848
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株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

838 15 854 854

当中間期変動額合計 838 15 854 1,040

当中間期末残高 251 299 551 57,504

 

重要な会計方針

 

第35期中間会計期間

（自 2020年4月1日

至 2020年9月30日）

 

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

 

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

 

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

によっております。

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上

しております。

 

６．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の

見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

 

７．ヘッジ会計の会計処理

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

（3）ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を

比較して有効性を判定しております。

 

８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 

９．連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への

移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結

納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39

号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。

 

 
 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

第35期中間会計期間末

（2020年9月30日）

 

※1  有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

 

※2  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

 
（中間損益計算書関係）

第35期中間会計期間

（自 2020年4月1日

至 2020年9月30日）

 

※1  減価償却実施額

有形固定資産 64百万円  

無形固定資産 255百万円  

 

※2  営業外収益の主要項目

金銭の信託運用益 1,775百万円  

 

※3  営業外費用の主要項目

デリバティブ費用 1,335百万円  

 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

第35期中間会計期間（自 2020年4月1日　至 2020年9月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末

普通株式 （株） 3,000 － － 3,000

 

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の

総額（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2020年6月26日

定時株主総会
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日

（金融商品関係）

第35期中間会計期間末（2020年9月30日）

2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。

（単位: 百万円）

 貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額

(1)現金及び預金 22,768 22,768 －

(2)金銭の信託 8,094 8,094 －

(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －

(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －

(5)投資有価証券

その他有価証券
9,175 9,175 －

(6)未払金 (7,364) (7,364) －

(7)デリバティブ取引(*2)    

ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －

ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －

デリバティブ取引計 (89) (89) －

(*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 

(1)現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(2)金銭の信託

信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。

 

(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(5)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

 

(6)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。

 

(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）

投資有価証券」には含めておりません。

（有価証券関係）

第35期中間会計期間末（2020年9月30日）

１．子会社株式

時価のある子会社株式はありません。

なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額

子会社株式 5,636

 

２．その他有価証券

(単位：百万円)

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの
   

その他 8,605 8,201 403

小計 8,605 8,201 403

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの
   

その他 570 610 △40

小計 570 610 △40

合計 9,175 8,812 362

（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで

きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

種類
契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外

の取引

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

 

 

1,861

105

19

50

178

306

 

 

－

－

－

－

－

－

 

 

△2

△0

0

0

△0

3

 

 

△2

△0

0

0

△0

3

合計 2,521 － 1 1

（注）　1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。

2. 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

64/73



 

(2)株式関連

種類
契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引
株価指数先物取引

売建

 

10,865

 

－

 

△82

 

△82

合計 10,865 － △82 △82

（注）　1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。

2. 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ

会計の方法

デリバティブ取引

の種類等
主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

原則的

処理方法

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

投資有価証券

子会社株式

 

 

3,535

2,791

8

55

98

84

 

 

－

－

－

－

－

－

 

 

△4

△5

0

0

△0

0

合計 6,574 － △9

（注）　1. 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

（関連情報）

第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称 営業収益

三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1) 2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して

おります。

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

該当事項はありません。

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

該当事項はありません。

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第35期中間会計期間

（自 2020年4月1日

至 2020年9月30日）

 

1株当たり純資産額 19,168,213円23銭  

   

1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭  

 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

ため記載しておりません。

 

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 第35期中間会計期間

（自 2020年4月1日

至 2020年9月30日）

中間純利益 3,848百万円

普通株式に係る中間純利益 3,848百万円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式の期中平均株式数 3,000株

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

が禁止されています。

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も

しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣

府令で定めるものを除きます。）。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以

下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当

該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する

者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ

と。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、

運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって

投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ

れのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2021年 6月 4日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な

影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基

づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（2020年3月末日現在）
事業の内容

野村證券株式会社 10,000
金融商品取引法に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
金融商品取引法に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。

大和証券株式会社 100,000
金融商品取引法に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。
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２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、交換の請求の受付け、受益権の買取りに関す

る事務、収益分配金の支払事務、信託終了時の取扱い並びに口座管理機関としての業務等を行いま

す。

 

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

 

(参考)再信託受託会社

①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行

②設立年月日　：2000年6月20日

③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）

④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律に基づき信託業務を営んでいます。

⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から

再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産

の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

第３【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融

商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論

見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す

ることがあります。

(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格

等を記載することがあります。

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に

掲載されております。

④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
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(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター

ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。

また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること

があります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること

があります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する

ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による

レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが

あります。
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独立監査人の監査報告書

2020年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 藤　澤　　　孝　　印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 竹　内　知　明　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月

31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な

会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、

財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において

財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない

場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告

を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

2020年12月１日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 藤　澤　　　孝　　印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 竹　内　知　明　　印

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月

１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日

まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営

成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の

表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中

間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の

判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な

お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又

は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした

監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務

諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか

どうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら

れているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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